
令和８年度海岸漂着物回収処理業務仕様書 

 

１ 目  的    時化等により流木及び廃プラスチック等のごみが八雲町の海岸に漂着

し、更なる時化による漂着物の再流失に伴う漁業被害防止と、船舶の安

全航行の確保並びに海岸景観の保全目的として、海岸のごみ対策を行う。 

 

２ 概  要    八雲町熊石地区見市バス停から人住内川までの海岸約 2,000ｍの区間

において、土木業者が重機、作業員による海岸漂着物の回収、分別、集積

及び廃棄物中間処理施設の北清えさし株式会社へ運搬、処理する。 

 

３ 廃棄物の種類  海岸漂着ごみは、処理困難物に該当するため、産業廃棄物として処理

する。 

 

４ ボランティア  ６月７日(日)、八雲町が海岸ボランティア清掃事業を同区間で実施す 

  清掃事業   るため、仮設トイレの設置及び回収区間内に梱包材（フレコン）を約 50

ｍ間隔に設置し、事業完了後に回収して分別すること。 

 

５ 回収方法    ①作業員による手作業での回収。 

          ②流木は、0.45㎥ＢＨ、不整地運搬車を組み合わせて回収する。 

          ③流木以外は、ホイールローダー、不整地運搬車を組み合わせて回収

する。 

 

６ 集 積 所    ①回収した海岸漂着ごみは、八雲町が指定した一時集積所にごみの種

類ごとに分別しておくこと。 

          ②一時集積、搬出時に、0.45㎥ＢＨを使用する。 

 

７ 漂着ごみの分別区分、回収量（概数） 

№ 区    分 回収量（概数） 

1 ガラス、陶磁器くず 0.10 ｔ 

2 鉄くず、空きかん類 0.20 ｔ 

3 廃プラスチック（網・ロープ） 2.00 ｔ 

4 廃プラスチック（浮球・魚箱類） 3.50 ｔ 

5 廃プラスチック（軟質プラ） 11.30 ｔ 

6 木くず（流木） 95.85 ｔ 

 



８ 回収困難物   ①不法投棄物 

 

９ 一時集積所から処理場へ運搬、処理 

① 一時集積したごみは、北清えさし株式会社へ運搬、処理する。 

② 処理場への運搬は、北清えさし株式会社のトラックを使用すること｡ 

          ③重機通行時は、交通誘導警備員を配置すること。 

 

10 設計変更    本設計の処理量及び業務量は概算で算出しているため、マニュフェス

トにより処理数量を確認する。作業稼働日数については、受注業者と協

議のうえ整理し、設計変更を行って精算する。 

            

 

 

 

 

 


